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この金額を「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の
対象となる金額の計算書」の①欄に転記してください。
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居住用財産の譲渡損失の金額の明細書《確定申告書付表》
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1  譲渡した資産に関する明細

2  買い換えた資産に関する明細

又　は
事業所
事務所
居所など

フリガナ

氏　名
電 話 （　　　）

番 号

（電話　　　　　　　　　　　　 　　 ）

【
租
税
特
別
措
置
法
第
41

5

条
の

用
】

○ 

こ
の
明
細
書
は

申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

㎡

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

①

②

③

④

⑤

⑥

年　　月　　日

　　　年　　月　～　　　年　　月　

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

（借入先 　　　　　　　　　　　　　　　 　 ）

年　　月　　日

円

円

円

円

円

円円 円

円

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

㎡

㎡ ㎡

資 産 の 所 在 地 番

資産の利用状況

住 所 又 は 所 在 地

譲 渡 契 約 締 結 日

譲 渡 し た 年 月 日

譲 渡 に 要 し た 費 用

資 産 の 所 在 地 番

居住の用に供した（供する見込）日

買換資産の 取 得（ 予定 ）価額

住 所 又 は 所 在 地
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面 　 　 積資産の利用状況・利用目的

居住用財産の譲渡損失の金額
（①－④－⑤）

資 産 を 取 得 し た 時 期

譲 渡 価 額

取 得 価 額

償 却 費 相 当 額

差 引 （  ②  －  ③ ）

氏 名 又 は 名 称

面　　　積

取　

得　

費

住宅の取得等に要した住宅借入金
等 の 金 額 及 び そ の 借 入 先

税 務 署
整 理 欄

資産課税部門

純損失
個 人 課 税 部 門

（有・無）

関 与 税 理 士 名

　この明細書の記載に当たっては、「譲渡所得の申告のしかた」（国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】からダウ
ンロードできます。税務署にも用意してあります。）を参照してください。
　なお、国税庁ホームページでは、画面の案内に従って収入金額などの必要項目を入力することにより、この明細書や確
定申告書などを作成することができます。　
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【事例４】の解説

　この事例では、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の特例」を適用しますので、給与所
得と損益通算（32ページ参照）することができます。
　なお、一般の土地建物等を譲渡した場合の譲渡損失の金額は、他の所得の金額から差し引くことはできません。

　取得費は、土地の金額と建物の金額に分け
て書いてください。
　土地と建物を一括で購入している場合など
の区分方法は、３４ページを参照してください。

　譲渡費用には、仲介手数料、測量費、売買契約書に貼
り付けた収入印紙代など、譲渡のために直接要した費用
を書いてください（３３ページ参照）。
　なお、修繕費や固定資産税など資産の維持・管理に関
するものは譲渡費用に含まれません。

　契約書等に建物の価額が区分されて記載さ
れていない場合でも、平成元年４月１日以降
に購入又は建築された建物の取得価額は、そ
の際に課税されていた消費税額から計算する
ことができます（34ページ参照）。
　この事例では、次のようになります。
建物の消費税額       消費税の税率（注）

（注）この事例の購入時（平成２７年８月）の税率

120万円  × １ ＋ 0.08 ＝ 1,620万円
 0.08

　建物のように期間が経過することにより減
価する資産は、その資産の「取得価額」から
「償却費相当額」を控除した金額が「取得費」
となります。「償却費相当額」の計算について
は、35ページを参照してください。
　この事例では、平成27年に購入したマンショ
ンですから、その「償却費相当額」の計算は、
次のようになります。

　償 却 率…鉄筋コンクリート　 ０.０１５
　経過年数…平成２７年８月～令和３年６月
　　　　　　（５年１０か月）　６年
　（期間計算）
　６か月以上の端数は１年とし、６か月未満
の端数は切り捨てます。
    （償却費相当額）
　１,６２０万円×０.９×０.０１５×６＝１,３１２,２００円

○　この事例は、売却したマンションが売却した年の１月１日において所有期間が５年を超える居住用財
産であるなど「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例（措法４１条の５）」
（内容については３７ページから３８ページ参照）の適用を受けるための要件を満たしています。
　　特例の対象となる譲渡損失の金額は、下記の「居住用財産の譲渡損失の金額の明細書《確定申告書
付表》」で計算しますが、この場合、次のように譲渡損失が生じることとなります。

　　　  収入金額（譲渡価額）　　        取得費　                   譲渡費用　    　      　　譲渡損失の金額
　 　　  25,000,000円   －   （ 39,887,800円  ＋  901,000円 ）  ＝   △  15,788,800円

○　この譲渡損失の金額（△15,788,800円）は、特例を適用し、他の所得である給与所得（ 9,900,000円 ）
から控除（損益通算）して税金の計算をすることができます。その結果、この事例では、既に給与所得で
源泉徴収されている税金の全額（９７２,５００円）について還付を受けることができます。なお、控除しきれ
ない金額（５,８８８,８００円）については、一定の要件の下で翌年以後3年間繰り越すことにより、各年分の
所得から控除することができます。
　　この還付される税金の計算及び翌年以後に繰り越される損失の金額の計算は、「申告書Ｂ第一表、第
二表」及び「申告書第三表（分離課税用）」で行いますので、次ページ以降の記載例の手順に沿って
作成してください。
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　国税庁ホームページで申告書等を作成すると税額などが自動計算され便利です。この事例につい
ての具体的な入力例は国税庁ホームページに掲載しています（詳しくは２ページ参照）。

❶  「居住用財産の譲渡損失の金額の明細書《確定申告書付表》」を作成します。

【事例４】　居住用財産を売却して譲渡損失が算出されるケース
《新たに自宅を買い換える場合》

　「譲渡した年月日」は、通常、登記
に必要な書類などを買主に交付して、
最終代金を受領した日となります。

　譲渡代金の総額を書いてください。
　共有の場合には、持分に応じた譲渡
価額を書いてください（１２ページ参照）。
　譲渡代金のほかに、譲渡から年末ま
での期間に対応する固定資産税及び都
市計画税（未経過固定資産税等）に相
当する額の支払を受けた場合には、そ
の額を譲渡価額に含めて書いてくださ
い。

　マンションをお売りになった場合
には、次のように書いてください。
　○　建物部分
　　　　あなたが所有している建物の
　　　専有面積
　○　土地（敷地権）の部分
　　　マンションの敷地全体の面積
　とあなたの敷地権の持分

　売買契約書に記載された物件の所
在地を書いてください。

　売却直前の利用状況（「自己の居住用」
など）、居住期間を書いてください。

　「譲渡契約締結日」は、 売買契約書
の契約年月日を書いてください。

　新たに買い換えた資産（自宅）に関
する内容を所定の欄に書いてください。

　住所、氏名などを書いてください。

　この金額を「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰
越控除の対象となる金額の計算書【租税特別措置法第41
条の5用】」の①欄に△を付けないで書いてください（30
ページ参照）。


